


認知症疾患医療センター運営事業

１ 目的
認知症疾患医療センターを設置し、保健医療・介護機関等と連携を図りながら、認知症疾患に関す

る鑑別診断、周辺症状と身体合併症に対する急性期治療、専門医療相談等を実施するとともに、
地域保険医療・介護関係者への研修等を行うことにより、地域における認知症疾患の保健医療水準
の向上を図る。

２ 事業内容
（１）介護との連携

専門の担当者の配置による介護（地域包括支援センター）との連携の強化を図る。

（２）認知症疾患専門医療・医療連携研修
認知症を専門としない地域の一般開業医、かかりつけ医等を対象とし、最新の診療技術等に
関する研修を実施する。

（３）認知症疾患専門相談事業
地域の医療機関、一般住民等からの問い合わせ、相談を受け付ける窓口を設置する。
その結果鑑別診断や専門的な治療が必要となった場合には連携する病院で対応する。

（４）認知症疾患医療連携協議会（連携協力、事例検討 等）
地域の医療サービス（かかりつけ医、サポート医、専門医療機関）の連携を密にするため、
懇談会を開催する。

（５）広報
センターの連絡先等の周知を図る。

３ 実施主体 三重県
４ 設置箇所数 ３箇所（東員病院、三重県立こころの医療センター、松阪厚生病院）

１ 目的
高齢者介護実務者及びその指導的立場にある者に対し、認知症高齢者の介護に関する実践的

研修を実施することにより、認知症介護技術の向上を図り、認知症介護の専門職員を養成し、認知
症高齢者に対する介護サービスの充実を図る。

２ 事業内容
（１）認知症介護実践研修（実践者研修、実践リーダー研修）
（２）認知症対応型サービス事業開設者研修
（３）認知症対応型サービス事業管理者研修
（４）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
（５）認知症介護指導者養成研修
（６）フォローアップ研修

３ 実施主体 三重県

認知症介護実践者等養成事業

認知症介護実践者等養成事業

（参考）各研修の養成人数

（～Ｈ１７ 認知症高齢者グ
ループホーム開設予定者研
修）

１７７人

認知症対応型サービス事業
開設者研修

７９人
小規模多機能型サービス等
計画作成担当者研修

（Ｈ１７グループホーム管理
者研修）

５７９人

認知症対応型サービス事業
管理者研修

１０８人
実践リーダー研修
（～Ｈ１６専門課程）

１，３７３人
実践者研修
（～Ｈ１６基礎課程）

合 計 （人）研 修 名 称

９人フォローアップ研修

２２人認知症介護指導者養成研修

合 計 （人）研 修 名 称

※平成２２年２月１７日現在

認知症ケア多職種共同研修・研究事業

１ 目的
地域において、認知症対策を推進する地域包括支援センター、ケアマネジャー、介護サービス事業

所、医師等の専門職による認知症や認知症の医療・介護に関する研修や行政機関、自治会、ボラン
ティア団体等を交えた地域資源の連携による取組に関する研修等を通じ、地域における認知症対策
についての意識の向上と共通理解を図るとともに、地域の課題に対する具体的方策を講じることを
目的とする。

２ 事業内容
（１）対象者

ア 認知症高齢者の医療・福祉・介護等に携わる地域の専門職（医師、看護師、ケアマネ等）
イ 地域ケアネットワーク等に携わる地域の団体等（ボランティア団体、警察、消防、家族会等）

（２）実施方法
ア 専門職研修

・認知症の医療や介護の専門家（認知症サポート医、指導者研修修了者等）による講義
・認知症高齢者の医療・福祉・介護に関わる地域の関係者による自らの専門分野に関する講義・

報告等
イ 地域ケアネットワーク研修

・地域の関係者の紹介と交流

３ 実施主体 市町（３市町を想定）

認知症対策普及・相談・支援事業

１ 目的
認知症の本人や家族に対しては、認知症の各ステージにおいて、認知症の知識や介護技術の面

だけではなく、精神面も含めた様々な支援が重要であり、各都道府県、指定都市単位で認知症介護
の専門家や経験者等が対応するコールセンターを設置することにより、地域の実情に応じた効果的
な支援を行うものである。

２ 事業内容
認知症の本人や家族が、認知症介護の専門家や経験者等が対応するコールセンターによる

電話相談事業。

３ 実施主体 三重県（認知症の人と家族の会へ委託して実施）

（新規）若年性認知症ケア・モデル事業

１ 目的
若年性認知症は、いわゆる現役世代が発症するが、若年性認知症に対する認識が不足し、診断

される前に症状が進行し社会生活が事実上困難となるケースや、本人やその家族、企業及び医療
機関が若年性認知症を知っていても、活用が可能な福祉や雇用の施策があまり知られていないこ
となどから、経済的な面も含めて本人とその家族の生活が困難になりやすいことが指摘されている。

本事業はこれらの問題点を解消し、若年性認知症者一人ひとりが、その状態に応じた適切な支援
を受けられるようにすることを目的とする。

２ 事業内容（案）
介護保険施行例（平成10年政令第412号）第2条第6号に規定する初老期の認知症の者に対し

取り組みを実施する事業所に対して支援する。

（１） 総合的な支援窓口として「コーディネーター」を配置し、若年性認知症の人やその家族に対する
適切な支援へつなぐ取り組み

（２） 地域における総合支援窓口の役割を担うコーディネーターの養成
（３） 若年性認知症のケアの質の向上にかかる取り組み

３ 実施主体 三重県


